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電通グループサプライヤー行動規範 

株式会社電通グループおよびその子会社(あわせて以下「dentsu」)は、100 以上の国でクライアント

にサービスを提供するグローバルなマーケティングコミュニケーション企業として、最高水準のイン

テグリティ・倫理観・責任あるビジネス慣行に従ってビジネスを行います。dentsu は、サプライヤ

ーの皆様がこれらの価値観を共有することを求めています。 

電通グループサプライヤー行動規範(以下「サプライヤー規範」)は、dentsu がサプライヤーに期待

する行動をまとめたものです。「サプライヤー」とは、dentsu に対してあらゆる商品またはサービ

スを提供する個人(日本のみ)・企業・会社・またはその他団体であり、サプライヤーの従業員・取締

役・再委託先およびその他代表者を含みます。  

サプライヤーは、従業員・取締役・再委託先およびその他代表者がサプライヤー規範を理解し、遵守

することに責任を持つ必要があります。また、サプライヤー規範を遵守し、コンプライアンスを徹底

する適切な仕組みを維持しなければなりません。サプライヤー規範に反した場合、dentsu との現在/

将来のビジネスに影響を及ぼす可能性があります。 

dentsu は、サプライヤー規範をいつでも変更できる権利を有します。最新版のサプライヤー規範は

次の URL（日本語、英語）で入手可能で、更新内容の確認はサプライヤーの責任で実施するものとし

ます。最新版のサプライヤー規範が発行された時点で、過去のサプライヤー規範はすべて最新版に更

新されるものとします。 

 

1. 法規制の遵守  

サプライヤーは、常に法令を遵守し、倫理観を持って行動する必要があります。サプライヤーは、

dentsu と協働する際にビジネスを行う国で適用されるすべての現地法・国際法・規制および関連す

る業界規範（脱税・インサイダー取引・詐欺・制裁や禁輸などの貿易および輸入の制限・マネーロン

ダリングを含む）を尊重し、遵守しなければなりません。 

サプライヤーは、公正さ・透明さ・インテグリティを持ってビジネスを行います。また、競争法及び

独占禁止法を遵守しなければなりません。サプライヤーは、正確かつ公正な帳簿と記録を保持し、請

求および課税要件に従って法令と会計慣行を遵守し、非財務記録も保持する必要があります。またサ

プライヤーは、dentsu に影響を与える可能性がある税務上の変更が生じた場合、dentsu に通知する

必要があります。 

 

2. 守秘義務とセキュリティ 

サプライヤーは、dentsu およびクライアントに関する情報(以下「dentsu データ」)を機密情報とし

て、厳重かつ安全に保管しなければなりません。サプライヤーは、dentsu の書面による事前許可な

く dentsu データを第三者に開示してはいけません。ただし、法律及び規制並びに裁判所命令により

開示が義務付けられている場合、サプライヤーは法的に認められる範囲に限り、開示することができ

ますが、その場合も書面による事前通知なく開示することはできません。 

サプライヤーは、dentsu データを機密情報として安全に保管するために、セキュリティポリシーと

手順を策定し、サプライヤーのすべてのスタッフ、再委託先およびその他代表者に教育を行い、機密

保持の重要性を認識させる必要があります。サプライヤーは、認められた目的に限定して、dentsu

データにアクセスすることが許可されます。 

https://www.group.dentsu.com/jp/about-us/common/pdf/supplier-code-of-conduct.pdf
https://www.group.dentsu.com/en/about-us/common/pdf/supplier-code-of-conduct.pdf
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サプライヤーは、dentsu データのセキュリティに関連するインシデントが発生もしくはその疑いが

ある場合は dentsu に報告する義務があり、その連絡先は、dentsu Japan では業務に責任を持つ

dentsu 担当者、dentsu Japan（日本）以外の 3 地域（以下、International Markets）では

reportsecurityincident@dentsu.com となります。 

 

3. 人権の尊重と敬意ある対応 

サプライヤーは、人権に関するすべての法律・法令・規制・規範および基準（「世界人権宣言」「市

民的、政治的権利に関する国際規約（自由権規約）」「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際

規約（社会権規約）」「国連ビジネスと人権に関する指導原則」「労働における基本的原則及び権利

に関する ILO 宣言」を含むがこれらに限定しない）を遵守するものとします。 

dentsu は、サプライヤーの事業活動・サプライチェーン・その他取引関係において、人権や労働条

件に悪影響を及ぼす実態やリスクの有無を調査することをサプライヤーに求め、違反がある場合は

dentsu に通知し、是正することを求めます。 

さらに dentsu は、サプライヤーが以下の原則を遵守することを求めます。 

(a) 強制労働 

サプライヤーは、すべての雇用が自発的であり、労働者が強制労働やいかなる非自発的な隷属の対象

にならないことを保証する必要があります。サプライヤーに所属する従業員は、適用される法令に従

って、雇用を終了する自由がなければなりません。 

サプライヤーは、採用プロセスに関するすべての費用を負担するものとし、従業員に金銭の保証を要

求してはなりません。またサプライヤーは、従業員に対して雇用条件として、公的な身分証明書の引

き渡しを求めてはいけません。 

サプライヤーは、すべての従業員に対して従業員が理解できる言語で書かれた明確な雇用条件を含む

雇用契約書を提供しなければなりません。 

(b) 児童労働 

サプライヤーは、現地法および国際基準で定義される法定の最低雇用年齢に満たない個人を雇用して

はなりません。労働者の年齢を確認し、児童労働を防止する措置を業務のあらゆる段階において適切

に講じなければなりません。また、サプライヤーの職場実習制度は、若年層の教育的利益のためのも

のでなければなりません。 

(c) 労働時間・時間外労働 

労働時間は、現地の法律で定められた上限、または国際労働機関（ILO）の労働時間に関する基準の

いずれか低い方を超えてはなりません。年次有給休暇と週休に関しては、現地の法律または ILO の有

給休暇と週休に関する基準を最低限満たす必要があります。 

(d) 公正な賃金と福利厚生 

サプライヤーは、すべての従業員が法定の最低要件を超える公正かつ競争力ある賃金を受け取ること

を保証する必要があります。従業員は、基本給に加えて時間外手当をはじめとする法的に義務付けら

れている福利厚生を享受しなければなりません。従業員は、雇用条件に関する情報を書面で受け取る

必要があります。 

mailto:reportsecurityincident@dentsu.com
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(e) 差別の禁止と機会均等 

サプライヤーは、人種・性別・年齢・宗教・障害・性自認および性的指向・婚姻状況・組合・所属政

党・出身国・その他保護された特性に関係なく、すべての個人に平等に雇用と昇進の機会を提供しな

ければなりません。また雇用・昇進・その他雇用慣行における差別を固く禁じます。 

(f) 組合の自由と団体交渉 

サプライヤーは、従業員が自由に組合を結成し、労働組合の加入状況に関わらず、団体交渉に参加す

る権利を尊重します。いかなる従業員も、法令に従った団結権や団体交渉権を行使したことを理由に

差別または報復を受けてはなりません。 

(g) ハラスメントや差別の禁止 

サプライヤーは、身体的・言語的・性的・精神的虐待・非人道的または品位を傷つける扱い・ハラス

メント（体罰・恫喝・脅迫等）・加害行為・差別のいずれもない職場環境を整備しなければなりませ

ん。すべての従業員は、敬意と尊厳を持って扱われるべきであり、雇用のあらゆる段階において、す

べてのハラスメントや差別を防止し、対策を講じる必要があります。 

(h) 移民労働者 

サプライヤーは、移民労働者に対して尊厳を持って対応し、他の従業員や労働者に適用される基準と

同じ基準に従って対応しなければなりません。 

 

4. 健康と安全 

サプライヤーは、各地域の安全衛生に関連するすべての法令を遵守し、安全で健康に寄与する職場環

境を提供し、事故や怪我、労働関連の病気の予防に努めなければなりません。 

サプライヤーとそのスタッフ・再委託先およびその他担当者は、dentsu が所有もしくはリースまた

は管理する施設において、施設の運営および施設に出入りする個人に関するあらゆる規則および規制

を遵守しなければなりません。なお、個人には、dentsu の従業員・クライアント・他のサプライヤ

ーまたはゲストが含まれる場合があります。 

 

5. 贈収賄・汚職・便宜供与の防止 

dentsu は、世界各国において、政府・民間を問わず、あらゆるビジネスにおける贈収賄および汚職

を禁止しています。dentsuは、直接もしくは代理人・仲介者・サプライヤーを経由する場合におい

ても、あらゆる贈収賄に対してゼロ・トレランスの原則に基づいた対応を取っています。 

サプライヤーは、事業を展開するすべての国で適用される贈収賄および汚職防止に関するあらゆる法

令を遵守しなければなりません。サプライヤーは、直接・間接を問わず、贈収賄の申し出・贈与・受

領もしくは要求をしてはならず、他者(サプライヤーに代わって行動する者)が贈収賄に関与しないよ

う妥当な措置を講じなければなりません。 

サプライヤーは、公務員が職務を不適切に履行させる、または汚職行為と見なされるようないかなる

種類のインセンティブ(便宜供与を含む)を申し出たり、与えたりしてはいけません。またサプライヤ

ーは、従業員と労働者に適用される腐敗防止法および規制を遵守する手順を適切に実施しなければな

りません。 
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6. 贈答品・接待 

サプライヤーは、違法・非倫理的・過度・その他不適切な贈答品物や接待を申し出たり、提供した

り、受け取ったりしてはなりません。またビジネス上の利益を不適切に提供する場合や、その職務や

活動を不適切や違法に行う原因、または引き起こす可能性がある場合も同様です。 

サプライヤーは、現金または現金同等物・貴金属・宝石・その他換金性の高い贈答品を提供または受

け取ってはなりません。サプライヤーは、入札手続きにおいて、dentsu の従業員に贈答品や接待を

提供してはなりません。ただし、正当な業務目的で金額・時期および頻度が適切な場合に限って、提

供することが可能です。  

 

7. データ保護 

サプライヤーは、dentsu データの保護およびプライバシーに適用されるすべてのデータ保護法、規

制、および業界規範を遵守する必要があります。また、サプライヤーは、以下で入手可能な「電通グ

ループ グローバルデータ保護原則（日本語、英語）」を遵守しなければなりません。 

 

8. 環境 

dentsu は、2040 年までにネットゼロエミッションの達成をコミットしており、環境に配慮したビジ

ネスの実践と維持に取り組んでいます。dentsu のコミットメントは「電通グループ環境方針（日本

語、英語）」でご確認いただけます。 

dentsu は、サプライヤーが以下の方法で dentsu のコミットメントをサポートすることを求めます。 

• dentsu の要請に応じて、スコープ 1、2、3 の温室効果ガス排出量とより広範な環境・社会・

ガバナンス(ESG)パフォーマンスの情報開示および開示に向けた取り組みを行う 

• dentsu の要請に応じて、製品・サービスの環境影響を評価して報告する 

• 事業活動に関連する環境のリスクと機会を定期的に評価し、管理する 

• 環境パフォーマンスを継続的に改善し、二酸化炭素排出量を削減する行動をとる 

• 気候変動に関する情報開示や移行計画に関連するすべての法律を最低限遵守する 

• dentsu と協力して、自然への広範にわたる影響(炭素排出、水とエネルギーの消費、土地の

劣化、生物多様性の損失、汚染、業務上の廃棄物など)の削減を支援する 

 

9. 利益相反 

サプライヤーは、dentsu との業務において、利益相反の発生や疑義を回避しなければなりません。

サプライヤーは、利益相反またはその可能性が特定され次第、速やかに dentsuに開示しなければな

りません。連絡先は Speak Up @ dentsu (dentsu Japan、International Markets）であり、

International Markets においてのみ compliance@dentsu.com も利用することができます。 

利益相反とは、個人的および/または個人的な利害関係が、dentsu および/またはサプライヤーに対

する義務と相反して、意思決定に影響を与える可能性がある場合に発生します。例えば、血縁、婚

姻、その他個人的なパートナーシップ、ビジネス上のパートナーシップ、投資などが挙げられます。 

https://www.group.dentsu.com/jp/about-us/common/pdf/global_data_protection_principles_202208.pdf
https://www.dentsu.com/our-policies/global-privacy-principles
https://www.group.dentsu.com/jp/about-us/common/pdf/environmental-policy_202403.pdf
https://www.group.dentsu.com/jp/about-us/common/pdf/environmental-policy_202403.pdf
https://www.group.dentsu.com/en/about-us/common/pdf/environmental-policy_202403_en.pdf
https://app.convercent.com/ja-jp/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/f50bfd61-65d0-ec11-a98b-000d3ab9f296?_=1653923897181
http://speakup.dentsu.com/
mailto:compliance@dentsu.com
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10. 懸念事項の報告 

サプライヤーは、サプライヤー規範の違反を含め、dentsu との契約または dentsu との取引に関する

不正行為または潜在的な懸念や疑いについて、匿名で報告可能な「Speak Up @ dentsu (dentsu 

Japan、International Markets）」およびホットラインを通じて報告しなければなりません。 

ポータルとホットラインは無料で 24 時間使用でき、秘密は厳守されます。連絡する際は、dentsu に

関連する問題であることを明記してください。また、各国のフリーダイヤルでも受け付けており、そ

のリストは Speak Up @ dentsu (dentsu Japan、International Markets)で入手できます。なお、

International Markets においてのみ、speakup@dentsu.com のメールアドレスもご使用いただけま

す。ポータルとホットラインの詳細はサプライヤーおよび、dentsu と協業するサプライヤーの従業

員、委託先、再委託先の方も利用できるようにする必要があります。 

 

Version 1.0 

制定日 2024 年 7 月 23 日 

https://app.convercent.com/ja-jp/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/f50bfd61-65d0-ec11-a98b-000d3ab9f296?_=1653923897181
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http://speakup.dentsu.com/
https://app.convercent.com/ja-jp/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/f50bfd61-65d0-ec11-a98b-000d3ab9f296?_=1653923897181
http://speakup.dentsu.com/
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